
特定行為等研修代替職員雇用確保事業

補助額 最大 510,000円 × 2名分



・特定行為研修

・専門看護師研修

・認定看護師研修

・認定看護管理者研修

・特定分野指導者講習会

・精神科算定要件研修

・訪問看護管理者研修（大阪府訪問看護ステーション協会） 等

但し、新卒、新人関係の研修は除く

特定行為等研修代替職員確保事業の対象研修

看護のスキルアップ



特定行為等研修代替職員雇用確保事業

・研修受講者1名につき1枚作成

・何日間・何時間、誰が代替したかわかるように作成する。



特定行為等研修代替職員雇用確保事業

・賃金は、支給額を勤務時間で割り1時間の時給を

・交通費、定期代の場合は支払われた金額を
出勤日数で計算します

・時給は2,000円、交通費は1,000円を上限とします。



総事業費

・代替者の常勤・非常勤は問わない

・昼食等の休憩時間は代替時間に含みません





５．別紙３ 事業計画書
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